
【利用者向け】学校開放 空調設備（冷房）利用のご案内 

令和 8年７月 1日から、玉村町立小中学校の学校開放において空調設備（冷房）が利用できるよう

になります。利用を希望する団体は、以下の手順に沿って申請を行ってください。 

 

■申請方法 

1. 利用できる期間と時間 

利用期間： 7月 1日 ～ 9月 30日 

利用時間： 学校開放の利用許可（施設本体）と同じ時間とする。 

許可時間＝空調使用時間 

      ※ただし、体育館の入館を許可している１０分前より空調も利用可能です。 

利用単位： 1時間単位 

1 日の利用時間の内、1 時間に満たない端数は、１時間として繰り上げて計算します。 

【例】1時間 30分利用の場合は、2時間とする。 

 

2. 利用申請の手順 

空調を利用するには、事前の申請が必要です。 

申請期限： 利用する月の前月 10日まで 

申請方法： WEBフォームにて回答。回答方法は 4～5ページを参照 

 

  

 

 

  

【申請スケジュール】 

・利用申請（前月 10日まで）→ 納付書を窓口で受取る → 使用料納付（前月末）→  

鍵貸出時に、空調操作盤の BOXの鍵を受取る  → 空調（冷房）利用 

空調使用期間 申請期限 納付書受取 支払期限 

７月分 6/10(水) 6/15(月)～ 6/30(火) 

８月分 7/10(金) 7/13(月)～ 7/31(金) 

９月分 8/10(月) 8/13(木)～ 8/31((月)) 

※申請期限後の変更はできませんので、間違えのないようご確認の上、提出してください。 

※団体都合によるキャンセルの場合は、返金できませんのでご注意ください。 

※８月分の申請は、夏季休業期間（8/10～8/16）は除いてください。 

※支払期限に間に合わない場合は、生涯学習課スポーツ振興係までご相談ください。 

空調使用申請（７月） 空調使用申請（８月） 空調使用申請（９月） 



3. 使用料のお支払い 

使用料： 

施設等 使用料 単位 

町立学校体育館 
アリーナ 

全面 800円  1時間あたり 

※1 時間未満の場合は、

1 時間とする。 

半面 400円  

 武道場（館） 400円  

定期利用： 利用月の前月末までに、一月分まとめて納付書によりお支払いください。 

単発利用： 利用開始前までにお支払いが必要です。 

納付書の受取：納付書受取開始日以降、学校利用日に順次鍵貸出ファイルに入れさせていただき 

ます。ファイルの中身の確認をお願いします。 

       なお、下記の文化センター支払可能日時であれば、鍵貸出時ではないタイミングで 

窓口にて納付書のお渡しも可能です。 

       担当係員が不在の場合もありますので、事前にご連絡ください。 

支払場所： 玉村町役場会計課、文化センター総合事務室、群馬銀行、JA 佐波伊勢崎、JA たかさ

き、高崎信用金庫、桐生信用金庫、中央労働金庫、アイオー信用金庫、ぐんまみらい

信用組合、東和銀行、しののめ信用金庫  ※郵便局は除く 

 

 

 

 

4. 利用上のルール（禁止事項） 

エネルギー・光熱費の高騰が想定されることから、無駄な稼働を避けて、不要なエネルギー・

光熱費の削減にご協力ください。 

 

設定温度：原則、温度設定は「28℃を下限」とする。 

※「玉村町立小中学校・幼稚園空調設備運用指針」より 

     基本的には、設定温度はいじらず、「ON・OFF」のみ押下してください。 

権利譲渡の禁止： 空調利用の権利を他団体へ譲ったり、又貸ししたりすることは禁止です。 

適正利用： 申請時間内で使用してください。 

設定温度の下げ過ぎや無人での運転など、エネルギーの無駄遣いがないよう配慮してく 

ださい。 

許可の取消し： 虚偽の申請や規則違反があった場合、利用許可を取り消すことがあります。 

  

○注文化センター総合事務室での支払可能日時：平日（月～金）８時半～17時まで 



5. 還付（払い戻し）について 

原則、還付はできません。 

支払済みの使用料は、団体都合でキャンセルした場合、返金できませんのでご注意ください。 

ただし、落雷や設備の故障・町や区の行事など、利用者の責任ではない理由で空調が使えなかった場

合は、お支払済の料金を返還します。「使用料還付申請書（様式第 3号）」を提出してください。 

 

 

■空調設備使用方法 

① 空調操作盤 BOXの鍵を開けて、扉を開ける。 

鍵は鍵貸出クリアファイルに入れます。 

玉村中学校の場合、体育館と武道館の鍵は別々に入れてあります。 

② スイッチON→空調（冷房）稼働開始 

体育館や武道館に入館できるのは許可時間の１０分前からです。 

同様に、空調設備（冷房）も許可時間の１０分前から利用可能です。 

半面・全面の利用にかかわらず、スイッチを全て ONにしてください。 

③ 使用後、スイッチをOFF にし、空調操作盤 BOX の施錠をする。 

④ 鍵貸出ファイルに入れて返却してください。 

 

空調設備のスイッチの数及び鍵付き BOXの数一覧 

学校名  
体育館の空調設備
のスイッチの数 

体育館鍵付
BOX の数 

武道場の空調設備
のスイッチの数 

武道場鍵付
BOX の数 

玉村小学校 ４個 １個   

上陽小学校 ４個 １個   

芝根小学校 ４個 １個   

中央小学校 ４個 １個   

南小学校 ４個 １個 
 

 

玉村中学校 ２個 ２個 2 個 2 個 

南中学校 ２個 ２個 2 個 2 個 

 

 

         

【問い合わせ】 

玉村町教育委員会生涯学習課スポーツ振興係      

（文化センター総合事務室）  担当：荻野 

TEL 0270-75-6080 

平日 午前８時半～午後 5 時 

 


